
平成 21 年度 第９回 真 田 地 域 協 議 会 会 議 次 第

平成 21 年 12月 15日（火） 午後７時

真田地域自治センター  301 会議室

１ 開 会

２ 会長あいさつ

３ 真田地域自治センター長あいさつ

４ 会議事項

(1) 「上田市未来っ子かがやきプラン骨子案」について（報告）

(2) 交流・文化施設等整備計画について（報告）

(3) 「真田地区有線放送電話事業の今後のあり方」に係る審議会の答申について（報告）

(4) 分科会協議内容の報告及び協議

(5) その他

５ その他

次回開催日（案）について

平成２２年１月２０日（水）午後７時～

６ 閉 会
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第 ２ 分 科 会 協 議 事 項 報 告

２１．１２．１５

真田地域の地域まちづくり方針によれば、真田地域は、自然環境に恵まれた真田氏発祥

の郷としての歴史に培われた数多くの資源と、菅平高原に代表されるスポーツリゾートと

しての特性がある。第２分科会は、地域町づくり方針で述べられている、真田地域におけ

る７件の町づくり方針のうち、魅力ある農業の推進、および特色ある観光の推進について、

平成２１年４月以降、７回にわたる議論を行ってきた。その議論の結果、第２分科会では、

真田氏発祥の地を活かした観光の推進として、「幸村夢工房・新鮮市」を地域内の観光拠点

として整備することを第一とし、さらに、スポーツ施設の整備、地産地消の推進、体験型

農業の展開を図ることを提言する。

１．真田氏発祥の地を活かした観光の推進

真田地域は、地域町づくり方針に示されているとおり、真田氏発祥の地である。近年、

テレビ放送、映画等において、真田の地が舞台として登場する機会が増加したことにより、

真田の地を訪れる観光客が増加している。そのため、観光については、まず、その特性を

十分に活かし、現在のブームを一過性に終わらせないことが必要である。

一方、真田地域に存在する真田氏関連の施設は、地域内に広く点在しており、相互の結

びつきが希薄である。そのため、それらの施設を有機的に結び、観光客にとって魅力のあ

る「真田」を提供するための施策が強く望まれる。このことを実現するため、第２分科会

としては、まず、立地に優れた「幸村夢工房・新鮮市」を地域内の観光拠点として整備す

ることとともに、地域内の観光資源を有機的に結びつける施策を実施することを提言する。

１－１ 「幸村夢工房」の観光拠点化

「幸村夢工房（新鮮市を含む）」について、これを地域内の観光拠点とするために、次の

施策が実施されることを提案する。

① バス停の設置

② 夢工房を拠点とした地域内への交通手段の確保。具体的には、電動式貸し自転車の設

置など

③ 案内標識・看板などの整備、モニュメント等の設置

④ トイレの増設、飲食施設の整備、駐車場の整備

⑤ ふれあい真田館との連携の強化。具体的には、夢工房を起点とした遊歩道の整備

⑥ 農業振興との連携。具体的には、同一敷地内にある新鮮市の整備

⑦ 周遊バスの早期実施とそのＰＲ

上記の施策には、予算的な裏付けがあれば実行可能なもの、他機関との協議が必要なも
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の、法的・制度的な規制を受けるものが混在している。うち、②③および⑧は、予算が確

保できれば直ちに実行可能と考えられるため、出来る限り早い時期に実施されることを期

待する。また、①については、バス会社との協議が必要となるが、観光客の交通手段の確

保の他、バス車内におけるバス停案内の放送を通じた乗客への周知も期待できるため、早

い機会の実現が望まれる。法的・制度的な制約を受けるものについては、直ちに実現する

ことは困難であるが、その場合においても、可能な限り代替の手段を構築するなどして、

この提言に沿った施策が実現されるよう希望する。

１－２ 他の観光資源の整備

「夢工房」以外の観光施設についても、案内看板、駐車場・トイレの整備等が必要と考

えられる。

なお、一部の観光施設については、その維持・管理は地元に委託することとなる。この

場合、地元に過重な負担をさせない施策を用いないと、観光施設の維持・管理が長続きせ

ず、中・長期的な観光施策となり得ないことに留意すべきである。

１－３ その他の施策

上記のほか、圧倒的な知名度がある「幸村」の名前を効果的に利用することなど、観光

客にとって、「この地に来訪すれば、この名称を冠した物品・産品あるいは施設がある」と

認識されるような、地域特有のブランドを確立するための施策が望まれる。

２．スポーツ施設の活用

菅平高原は、各種スポーツ合宿のメッカとされ、わが国を代表するスポーツ団体も訪れ

ている。その中心となるサニアパークは、菅平高原におけるスポーツ観光の代表的な施設

である。そこで、サニアパークを有効利用するための設備・施設の拡充は、菅平高原にと

ってきわめて重要と考えられる。

以上を考慮し、第２分科会では、サニアパークにおける人工芝グラウンドの整備を提言

する。

３．地産地消の推進

現在、真田地域では、地域内の小中学校の学校給食において、可能な限り地元産の食材

を用いる取り組みが実施されている。これは、地元農業の育成に重要な施策であるばかり

でなく、児童生徒の食育の観点からもきわめて有意義であると考えられる。そのため、第

２分科会では、地域内の小中学校における地産地消を、より一層充実する事を提言する。

４．体験型農業の展開

体験型農業は、現在、都会の子供たちを対象に実施されている。この施策は、都会の子
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供たちに真田地域で農業体験をさせることを通じ、真田地域への理解が深まること、参加

者は地域内の宿泊施設に滞在することなどから、教育、農業振興のみならず、観光振興の

観点からも有効な施策と考えられる。しかし、現状では、この施策が十分に地域内住民に

理解されているとは言い難い。

そのため、受入農家の募集も含め、広く、地域内住民にこの制度を広報することを提言

する。

なお、この体験型農業については、都会の子供を受け入れることとは別に、地元地域内

の生徒児童を対象に農業体験をさせるという施策も考えられる。しかし、地元生徒児童を

対象とする活動については、地域内の学校における学校行事とのかねあい、特に、既に実

施されている生徒の職業体験とのかねあいが重要となるので、現時点で具体的な提言をす

るには至っていない。この問題については、別途、ふさわしい場で議論されることを期待

する。



平成 21年 12月 15日

真田地域協議会 第三分科会協議結果報告

テーマ 「安心して暮らせるまちづくり」

Ⅰ．真田地域バス運行改善計画について

イ：「（仮称）真田地域バス運行改善計画」（８月地域協議会資料）

ロ：協議経過

① 協議の前提となるのは

(１)ふれあいバスは公共バスと異なり、基本的には老人福祉センターを利用するため

に設定されたものであること。

(２)路線バスもあり、その 2つの競合は基本的には避けなければならないこと。

② 各委員からも路線バスの運行拡大の提案もあったが、料金値上げや上田駅到着まで

の時間が長くなるなどの問題があり、実現には至らない。

ハ：協議結論

① したがって、現行の地域内運行状況を基本として協議した結果は次の通りである。

(１)市が計画している「真田地域バス運行改善計画案」の試行について了解する。

(２)住民への周知とあわせて意見集約の方法を検討し来年4月に実施する。

② 地域内の路線バスを利用するにあたっての問題点

(１)菅平地域から上田駅に行くバス料金は 1200円、往復で 2400円にもなる。市民

が交通の利便性における差別がなく生活できることが必要であるが、特に高齢者の

市民がバス利用をする際に困難な状況が生じている。

(２)昼間の路線バスは空車あるいは乗車少数の場合もある。市補助が出ている点を考

えると、乗車人数の増加を図る事も必要である。

(３)このような状況から、昼間（10時～16時）の運賃を半額にしてはどうか。

③ 真田地域の高齢者事象などを見たとき、バス交通問題の抜本的改善が求められる。

その交通問題解決のための要望の基本は、

・ 運賃が高いため、通学、通院、文化行事への参加などにおいて自家用車使用

のケースが多い。

・これに伴い路線バスの利用が低下するためバス会社の経営にも影響している。

これらの状況を打開し、真田地域住民の交通利便向上によって上田市全域で差別な

く福祉・文化・行政サービスの享受が行われることを基本として次の検討を行う。

(１) ふれあいバスを現在の福祉バスから公共バスに切り替えることを検討する。

(２) この場合に、既存の路線バスとの乗り継ぎが円滑になるようにする。

(３) 高齢化により独居老人の増加が予測されるため、デマンド交通についても検討

する。



Ⅱ．独身男女について

イ：協議経過

① 結婚相談事業を行っているのは地域内では社協であり、他地域ではＪＡが行ってい

る。東御、長和、青木では社協が取り組んでいる。部会としては状況把握を行うことが

必要と考え、これらの団体の取り組み状況を調査してきた。この他にも結婚相談事業に

取り組んでいる染谷丘高校、長野西高校などについても調査を行った。

② その結果判明したことは、

(１) 男女結びつきのイベントをやっているが、経費に限界があり困っている。広域

連合での実施を希望している。

(２) 東御、長和、青木でも男女結び合いのイベントを行っているがエリアが狭い

ためもっと広域的に行いたいといった要望がある。

③ この状況から上田地域広域連合に折衝した結果は次の通りである。

(１) 広域連合として男女結びあいの事業をＦＭ長野に委託して行った。イベント自

体は盛況であったが、イベント後の成婚などの追跡調査も行われておらず、事

業成果不明などにより現在は休止されている。

(２) 各市町村の再開要望に対して必要性があれば検討を行う旨の趣もあったが、現

在では広域連合の予算上での理由により進展していない。

ロ：これからの方向付け

男女結び合い事業に取り組んでいる団体の共通点は、広域連合の予算上の問題が

クリアでき好転することを望んでいる。広域連合が果たすべき役割からも、事業の

再開が切望されている。

部会としても取り組んできた経過があるので、今回のまとめから各事業団体の打

合せ会議を行い、広域連合への事業実施要望の内容を詰めたい。（3月末を目途とし

て行いたい。）

Ⅲ．地域医療対策について

イ： 上田市産院については住民運動や市の取り組みにより産科医師の 1名増員を図るこ

とが出来、常勤 2名・非常勤 2名の体制をとることが出来ている。このことから産科困

難地域から脱却となった。

ロ： 長野病院は地域の中核病院としての性格だったが、それが放棄されている状況の中

で、住民運動、市、県の重点支援策が行われた。併せて、病院長の交代などもあり、中

核病院への本格的に稼動が始まっている。

以上のように状況展開があるため、今後の充実策等の方向を見守っていくこととする。



Ⅳ．子育て支援対策について

イ：協議を開始した以降に政権交代があり、それに伴って新政権が検討している子育て支

援策の主な物が次の通りである。

・中学卒業まで年間 31万 2千円の子ども手当。

・高校の無料化、大学の奨学金拡大。

・自己負担なしでの出産。出産一時金の見直し。不妊治療対策。

・生活保護費の母子加算復活。父子家庭への支援。

・保育所待機児童の解消。

・全ての人へ質の高い教育を提供。

今後の政策実施の内容を見極める必要があるため、協議は一時中断とした。

Ⅴ．空き家対策について

イ：協議経過

平成 20年度に地域協議会で実施した、真田地域の空き家状況調べを元にして、空き

家の解消（有効活用）と防犯・景観保全の三つの観点から協議を進めた。

有効活用については、県外では岡山県及び岡山県内の取り組み事例を調査。県内で

は佐久市で始めた空き家紹介の事業について担当者から話を伺った。いずれの市町村

の事業も、空き家の持ち主側にはっきりとした「貸したい」という希望を前提に成り

立っていることがわかった。そこに市町村が介在することで貸し手・借り手双方に「安

心感」が生まれ、民間業者事業との差別化を図っていた。

真田地域では数年前に行った空き家調査で住んでいない建物は数多くあったが、農

業倉庫、あるいは昔の物や大きな家財の保管場所として使用しているケースが多く、

「貸してもいい」と言う回答は２～３件であったと市からの報告もあった。

防犯と景観保全の観点から空き家の取り壊し要請などはできないかとの意見もあっ

た。家屋所有者の調査にあたっては、次のような問題点があがってきた。

・家屋には通常閲覧できる土地地番順リストのような台帳がない。

・固定資産税縦覧期間に家屋一覧の閲覧できるが、このリストでは所有者情報を

見ることは出来ない。（記載されていない）

・個人情報保護の観点から、課税徴収事務以外の目的の職員が課税資料を見るこ

とは出来ない。

このことから、空き家の解消は所有者の自主的な売却希望がないと困難ではないか

との意見が大勢を占めた。市全体での対策が必要との意見もあったが、協議はバス運

行改善計画を中心とする方向になったため一時中断している。


